
 

災害時等における燃料対策実地訓練について 

  

 

 

 

 

 

１．日時 

  令和６年１１月７日（木） 午前６時３０分～午前８時 
 

※取材を希望される場合は、１１月５日（火）までに産業政策課調整・DX 推進係へ連絡ください。   

 

２．参加機関 

 （主催）群馬県、群馬県石油協同組合 

（協力）（重要施設）高崎北警察署、伊勢崎市民病院、東京電力パワーグリッド㈱群馬総支社 

（給 油 所）群馬自動車燃料販売㈱エクスプレス飯塚給油所 

㈱サンワ伊勢崎配送センター、両毛丸善㈱前橋三俣給油所 

 

３．訓練内容 

  （１）給油所における緊急車両に対する給油訓練 

   ・緊急車両を給油所に移動させ、車両への給油訓練を行います。 

 

 

 

   （訓練の流れ） 

 

 

 

 （２）燃料配送拠点から重要施設に対する配送訓練 

   ・タンクローリーを重要施設に移動させ、自家発電設備用燃料の配送訓練を行います。 

 

 

 

 

   （訓練の流れ） 

 

 

 

      
  

緊急車両  給油所 

高崎北警察署  群馬自動車燃料販売㈱エクスプレス飯塚給油所 

燃料配送拠点  重要施設 

㈱サンワ伊勢崎配送センター  伊勢崎市民病院 

両毛丸善㈱前橋三俣給油所  東京電力パワーグリッド㈱群馬総支社 

令和６年１０月３０日 

産業経済部     

産業政策課調整・DX推進係 

電話：027-226-3314（内線）3322 

県では、東日本大震災の経験を踏まえ、群馬県石油協同組合との間で「災害時等におけるガ

ソリン等燃料の供給に関する協定」を締結し、災害時等の燃料供給体制を整えています。 

この度、県、群馬県石油協同組合及び重要施設（病院・公益機関等）での初動対応や役割分

担を確認し、災害時等の迅速・的確な対応に備えることを目的した実地訓練を実施します。 


